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５８円／㎡

120

苦情件数

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

【指標の定義（算式等）】

代替指標

【指標の定義（算式等）】

総事業費÷管理対象面積

５９円／㎡

70

５９円／㎡

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 18,00025,200 18,000

その他特財 2,069

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

　総　事　業　費 ①＋④ 134,247 128,091

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

221.44

(２１１箇所） (２１５箇所）

2.00

9,000

18,000

131,134

2.00

9,000

130,484

管理対象面積（箇所数）

６１円／㎡

（２１８箇所）（２１７箇所）

ｈa 222.90218.56 220.58

112,484

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

117 120

9,000 9,000

17年度（決算）

2.80 2.00

109,047 110,091

直接事業費

108,022107,306 111,310

113,134

地方債

一般財源

1,741

国支出金

1,824
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みんなが憩える公園・緑地づくり

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

・同上

施策）
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整理番号 ２５－２ 作成部署 都市整備課公園管理事業事務事業名 内線７５１

課長職名事務区分

環境と共生する快適なまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 高橋通夫

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

槌本英秋

・都市公園の清掃・草刈り・点検・剪定等の委託、及び公園施設の修繕工事など。
・公園施設の設置、管理許可、及び都市公園の行為、占用許可など。

平成19年6月

110,660

都市公園の利用者及び公園施設

都市公園の適切な利用を促進するための運営管理等、都市公園の機能を維持し、適正
な利用を増進する。

1,824

作成日

自然と緑と公園

根拠法令等

１　計　画　（プラン）

都市公園法第２条の３で、都市公園の管理は，地方公共団体の設置に係る都
市公園にあっては、当該地方公共団体が行うと規定されている。

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　 意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

節
施策

18
年
度
ま
で

19
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）
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□

□

□

■

□拡大重点化
□現状継続
■見直し
□統合
□休・廃止
□終了

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　■有　　　　　□無法律で実施が義務付けられている事務事業か

4

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 ２５－２

4

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

妥
当
性

4

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

１次評価（都市公園の管理業務に就いては、今後指定管理者制度の導入と老朽化した公園
の再整備に向け基準の検討を進める）のとおり、指定管理者制度導入に向け具体的準備を
進めるとともに、再整備基準の検討を進める。

□現状継続
■見直し

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定

見直し

都市公園法第２条の３で、都市公園の管理は、地方公共団
体の設置に係る都市公園にあっては、当該地方公共団他が
行うと規定されており、市が行う事業である。また、公園管理
者として設置された公園の適切な利用の促進、都市公園の
機能維持及び適正な利用増進を図る目的は妥当である。

清掃・草刈り・点検・剪定等の維持管理は、委託で実施
しており、適正な利用の促進のため成果は上がってい
る。

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

委託業務の内容により、十分コストの節減に努めている。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

都市公園は自由に利用できる施設であり、受益者負
担にはなじまない。但し、独占して使用する場合は、許
可をし使用料を徴収している。

評点区分 　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部評価委
員会の総合

判定

□統合
□休・廃止

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

【１次評価】

□拡大重点化
□現状継続
■見直し

事務事業担当部局の
総合判定

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

都市公園の管理業務については、平成２０年からの指
定管理者制度の導入を図り管理水準を向上させる。ま
た、老朽化した施設や公園の再整備については、検討
を進める。

　1次評価のとおり、指定管理者制度を導入して管理
水準の向上を図るほか老朽施設や公園再整備の検討
を進める。また、町内会や老人クラブによる管理につ
いては団体および箇所数を増やしていく。

□休・廃止
□終了

少子化が進み、子供のいない公園が増加
しているとはいえ、安全管理を含めた遊
具等の定期的なメンテナンスは欠かせな
い。利用実績の少ない公園で破損した危
険な遊具の撤去は、限られた財源の中で
はやむをえないが、その場合でも、ベンチ
や水回りなど公園として欠かせない施設
は残す必要がある。
  現在、市内を６ブロックに分けて行って
いる草刈りや清掃、施設点検などの委託
業務は、指定管理者制度を導入すること
で一括発注方式に改め、経費削減に努め
る。一方、町内会など地域のボランティア
に働きかけ、公園を「地元の庭」として、ゴ
ミ拾いや草刈りなどに積極的に参加して
もらう。現状の報償制度の活用をさらに促
す。

□終了

□拡大重点化

□統合
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